
 

 

 

 

生後 6か月から 4歳のお子様も新型コロナワクチンを受けられるようになりました。 

ワクチン接種は強制ではありません。同封のチラシを参考にお子様の接種についてご検討ください。 

なお、6か月から 4歳のお子様は、合計３回接種して初回接種が完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国から示された接種期間は、令和５年３月３１日までとなっており、初回接種の３回接種を期間内に完了する 

ためには、令和５年１月１３日までに１回目の接種を受ける必要があります。 

※ワクチン接種には必ず接種券が必要です。 
 

 

令和４年 12月 16日（金）9時～10時及び 15時～16時 
あらき小児科医院（個別接種） 

（川崎町大字田原 1021） 

令和５年 １月１３日（金）9時～10時及び 15時～16時 
あらき小児科医院（個別接種） 

（川崎町大字田原 1021） 

6 か月から４歳のお子様の保護者の方へ 
 

同封の接種券が届いた方から予約が可能です 



 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

〇接種には、保護者の同意が必要です。予診票の「被接種者又は保護者」欄に保護者の署名がない場合は、ワ

クチンの接種は受けられません。 

〇接種日当日は、保護者の同伴が必要です。（予診票の「電話番号」欄には、必ず保護者と連絡が取れる電話

番号を記載してください。 

〇新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、同時接種が可能です。ただし、インフルエンザ以外のワク

チン（日本脳炎、MRなど）を接種する場合は、２週間の間隔を空けてください。 

〇１回目の接種を４歳で受けたお子様は、２回目、３回目接種までに５歳となっても、１回目と同じ乳幼児用ワ

クチンを接種することになります。 

〇１回目接種時に５歳のお子様は、小児用ワクチンを接種することになります。その場合は、送付した接種券

を使って予約・接種することができます。 

〇接種時の安全確保のため、お子さまの体を強く押さえることがあります。 

〇接種後の経過観察のため、１５分～３０分間待機していただきます。時間に余裕を持ってお越しください。 
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予診票はあらかじめ記入してご持参ください。 

保護者欄に署名がない場合は接種できません。 

幼児接種に使用するワクチンの概要 

ワクチンを接種する箇所 


